
■パブリックコメントに対する意見の内容及び市の考え方 
 
●意見募集の期間    平成 24 年 8 月 10 日（金）から平成 24 年 9 月 12 日（水）まで 

●意見を提出された方  4 名 

●意見数        11 件（1 名の方で複数の意見の場合を含む） 

 
 

番号 市民意見の概要 市の考え方 
左記に基づく 

都市マス本編の修正箇所 

1 将来都市構造（図）について 

西今宿東条線と県道名古屋

津島線との接続は大治町が

ポイントですが、大治町では

旧甚目寺との行き来に疑問

があります。大治町のマスタ

ープランに生活交流軸とし

て、きちんと明記してありま

すか。 

・（都）西今宿東条線については、大

治町の都市計画マスタープラン

（以下、都市マス）においても生

活交通軸として位置づけられてお

り、連携を図っています。 

本編では、大治町とのつながりを

わかりやすくするため、第 4 章の

将来都市構造図の生活交流軸

（（都）西今宿東条線）を南に延伸

するとともに、大治町役場の位置

を記載します。また、第 7 章の東

部地域重点施策において、「坂牧東

交差点の改良」に大治町へのアク

セス向上に関する記述を追加し、

地域構造図、重点施策図にも記載

します。【P23、60、61、63】 

P23 第4章 将来都市構造図

 

P60 第 7 章 地域構造図 

 

P61 第 7 章 重点施策 

 

P63 第 7 章 重要施策図 

2 （都）美和大治線も環状等の

道路・交通ネットワークとし

ての位置づけは非常に大事

であると思います。もう少し

明確にされては、如何でしょ

う。 

・「（都）美和大治線」については、

地域別構想（西部地域、南部地域）

の地域づくりの方針で「市街地ま

たは地域の骨格を成す幹線道路」

の一つとして位置づけておりま

す。未改良区間については、西部

地域、南部地域の重点施策として

今後整備を進めていく方針です。

【P73、75、85、86】 

－ 

3 七宝町南部の生活拠点は、Ｊ

Ｒ・近鉄蟹江駅になるが、隣

接市町の関係ももっと明確

に図面に表現すべきではな

いか。 

・蟹江町とのつながりをわかりやす

くするため、第 4 章の将来都市構

造図、第 5 章の道路・交通に関す

る方針図、第 9 章の地域構造図、

重点施策図に、JR 蟹江駅と当該駅

へのアクセス道路 2 路線を記載し

ます。【P23、33、84、86】 

P23 第4章 将来都市構造図

 

P33 第 5 章 道路・交通に関

する方針図 

 

P84 第 9 章 地域構造図、 

 

P86 第 9 章 重点施策図 

               ※【 】は都市マス本編の該当ページ 
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番号 市民意見の概要 市の考え方 
左記に基づく 

都市マス本編の修正箇所

4 七宝庁舎あたりに、市街化区域

拡大の検討とあるが、バイパス

沿いと理解していいのか。ま

た、新規公園の整備検討とある

が、七宝庁舎がなくなった場

合、跡地も候補に挙げていいの

か。 

・南部地域の重点施策図に記載してあ

るとおり、（都）名古屋津島線（通

称、名古屋津島バイパス）沿いに市

街化区域拡大の検討を位置づけて

います。【P86】 

・新規公園の整備については、市街化

区域の拡大の検討と合わせ、候補地

の検討をしていきます。【P86】 

－ 

5 七宝町の北部に居住していま

すので西部地域に関する意見

です。 

① 先ず、都マスの中に総合庁

舎と学校教育の項目が除か

れています。 

総合庁舎は、本年７月に甚目寺

佐織線の七宝地内を候補地と

する報告書が提出されたと市

の HP に掲載がありました。行

政の拠点としてマスタープラ

ンに反映すべきと思います。 

また、特に宝小学校では児童数

が少子化や通学学区割から非

常に少なく学校教育施設の費

用対効果から統廃合も検討す

べきと考えています。 

・新庁舎については、「新市基本計画」

及び「あま市本庁舎のあり方に関す

る報告書」等を踏まえ、第 5 章のそ

の他都市拠点の整備にて、あま市の

位置的中心地である（都）甚目寺佐

織線（（主）あま愛西線）付近の七

宝地内を候補地として検討してい

くことを記載しております。【P41】

・また、学校教育に関する部分は、教

育委員会が担当しており、あま市立

小中学校適正規模等検討委員会の

提言を受け、学校の統廃合や通学区

域の再編を視野に入れながら方向

性を検討していきます。【なし】 

－ 

6 ② 西部地域は多くが市街化調

整区域に含まれています。 

①の総合庁舎整備については

土地取得に抵触する事柄が少

なくないと思います。法律、制

度等は役所の縦割りでは解決

できない難問や制度の落とし

穴があるので深い見識と当局

との調整が必要と考えます。 

農地の保全と開発区域のバラ

ンスは地域住民の意見を反映

した土地利用の検討が重要で

す。 

・新庁舎については、「新市基本計画」

及び「あま市本庁舎のあり方に関す

る報告書」等を踏まえ、市街化調整

区域での整備の実現性も含めた検

討を進めているところです。【P41】

・農地の保全と開発区域のバランスに

ついて、西部地域では、木田駅周辺

を街なか居住拠点と位置づけ、これ

を中心として、都市的土地利用を集

約化していく方針です。そのため、

市街化調整区域は、無秩序な市街化

を抑制し、農地を保全していく方針

ですが、幹線道路沿道や七宝駅周辺

など利便性が高い場所については、

都市的土地利用としての活用を検

討します。その際には、地域の意見

も取り入れながら進めていきたい

と考えております。【P24】 

－ 

                   ※【 】は都市マス本編の該当ページ 
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番号 市民意見の概要 市の考え方 
左記に基づく 

都市マス本編の修正箇所

7 ③ 七宝駅周辺での新たな居住

拠点整備の検討 

鉄道高架化の検討をする甚目寺

地区から連続し七宝蟹江線を横

断することは、言葉では簡単に表

記されていますが、地元でこれま

で整備できなかった経緯や旧町

の土地利用構想における道路と

の交差方法等関係機関との調整

を踏まえ果たして検討すること

が可能か疑問です。 

・（都）七宝蟹江線は、道路が鉄道

の上部を通る立体交差で都市計

画決定されています。 

また、七宝駅周辺の新たな居住拠

点整備は、土地所有者を始めとす

る、地区の皆様との合意形成が図

られることがその前提となりま

すので、協働の街づくりとして地

域の皆様方とともに進めていき

たいと考えております。 

【P61～63】 

－ 

8 ④ 水路の親水空間整備 

新規採択された事業と七宝駅と

アートヴィレッジを結ぶ歩行者

ネットワークの形成とあります。

沖之島環境保全会の活動内容目

標との整合が必要であり、七宝駅

の整備、市街化調整区域内を通る

散歩道を形成することで豊かな

景観も創出できます。図の中では

２か所の引き出し線でしか表現

されておらず、七宝駅を降りどの

ように親水地区を経由してアー

トヴィレッジへ至るのか。ルート

を(案)としてでも破線等で図示

していただけるとイメージが湧

くと思います。何の整備計画のな

い沖之島地区ではこの 5 か年計

画の水・環境整備が唯一であり、

地元意識を盛り上げるためにも

目で見てわかりやすいものにと

なれば幸いです。 

・ご意見を踏まえ、第 8 章の地域構

造図、重点施策図に、七宝駅から

アートヴィレッジを結ぶ親水性

のある散策ルートを追加します。

【P72、75】 

P72 第 8 章 地域構造図 

 

P75 第 8 章 重点施策図 

※【 】は都市マス本編の該当ページ 
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番号 市民意見の概要 市の考え方 
左記に基づく 

都市マス本編の修正箇所

9 ⑤ 新規整備より既存施設とし

て河川等の高度利用 

宮田用水、篠田悪水が管理する水

路・通路や福田川の堤防施設を散

歩道、親水施設として趣のある整

備をすれば、整備費用の軽減や身

近な緑とゆとりがある町として

満足感が芽生える。除草費用に見

合うようなアスファルト舗装化

が実現できれば散策路として利

用できるので、各機関の予算措置

等それぞれのメリツトが生かせ

るように調整されることを希望

します。 

・あま市内では、宮田用水の管理水

路の大江川沿いで二ツ寺親水公

園が整備されています。また、篠

田悪水が管理する水路では沖之

島地区で管理用道路を整備し散

策路としての利用を予定してい

ます。今後、既存の用悪水路や整

備済みの河川につきましても、関

係機関と協力し親水施設として

の整備を検討していきます。 

【P35】 

－ 

10 あま市の都市計画に関する基本

的方針に「市役所本庁舎移転」の

計画が組み込まれるべきだと考

える。 

・番号 5 と重複しますが、新庁舎に

ついては、「新市基本計画」及び

「あま市本庁舎のあり方に関す

る報告書」等を踏まえ、第 5 章の

その他都市拠点の整備にて、あま

市の位置的中心地である（都）甚

目寺佐織線（（主）あま愛西線）

付近の七宝地内を候補地として

検討していくことを記載してお

ります。【P41】 

 

11 蜂須賀小六と福島正則を輩出し

た蜂須賀地区と正則地区も、歴

史・文化拠点とするべきだと思

う。 

・甚目寺観音、七宝焼アートヴィレ

ッジ、萱津神社一帯については、

その資源・施設の規模、集積度な

どの面からあま市を代表する「歴

史・文化拠点」として位置づけま

した。ご意見をいただきました、

蜂須賀地区と正則地区につきま

しては、地域別構想において、「身

近な交流拠点」として位置づけ、

地域の交流の場として育成して

いくとしております。 

【P21、22、71】 

－ 

※【 】は都市マス本編の該当ページ 
 
 


